
事 業 者 の み な さ ま へ 
 

    

東 松山市 内では 悪臭防止法により悪 臭の排 出が規 制されています。 
規 制 基 準 を 遵 守 し 、 周 辺 の 生 活 環 境 の 保 全 に 努 め て 下 さ い 

 
 

東 松 山 市 で は 、 臭 気 指 数 に よ る 規 制 を 行 っ て い ま す 。 

 
 
（１）敷地境界線における規制基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）気体排出口における規制基準 
 
 
 
 
（３）排出水における規制基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

く わ し く は 環 境 政 策 課 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 
               ・改善命令に違反するなどの場合、罰則の適用があります。 
               ・必要な報告を求め又は立入検査を行うことがあります。   

Ｒ３．４．１ 作成 東松山市 環境政策課 

悪 臭 規 制 の 種 類 

悪 臭 の 規 則 基 準 を 守 っ て く だ さ い 

規 制 基 準 

区域区分 基準値 

Ａ区域 （Ｂ・Ｃ区域を除く区域） 臭気指数 １５ 

Ｂ区域 （農業振興地域） 臭気指数 １８ 

Ｃ区域 （工業地域・工業専用地域） 臭気指数 １８ 

 

【臭気指数】 
 臭気濃度の値の対数に１０を乗じた数値 
 臭気指数＝１０×log 10 (臭気濃度) 
例：臭気濃度６３の場合･･･１０×log 1063≒１８ 
  臭気指数は１８となる。  

【臭気濃度】 
人間の嗅覚で臭気を感知することが出来なくなるまで希釈した 
場合におけるその希釈倍数 
例えば、１０００倍に無臭空気で希釈したときににおいを感知 
出来なくなれば、臭気濃度１０００の臭気となる。 

基準は、敷地境界線の基準を用いて、悪臭防止法施行規則第６条の２に定める 
換算式により算出します 

基準は、敷地境界線の基準を用いて、悪臭防止法施行規則第６条の３に定める 
換算式により算出します。 
 
換算式  Ｉｗ ＝ Ｌ ＋ １６  Ｉｗ：（排出水の臭気指数） 
                   Ｌ：（敷地境界線における規制基準） 


